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大山駅西地区 第12回 地区計画検討会 

2018.11.16 

 

 

○ 大山駅西地区の地区計画の検討に向けた 

アンケート調査と意見交換会の進め方（案） 
 

 

《 今回の検討項目 》 

１）今後の検討スケジュールについて 

２）住民アンケート調査の内容について 

３）住民意見交換会の進め方について 

 

 

《 今回の目的 》 

第１２回の地区計画検討会では、大山駅西地区の方々を対象として今後に実施を予定してい

る住民アンケート調査と住民意見交換会について、実施方法や内容等についてご意見を伺いま

す。 

  

 

 

１） 今後の検討スケジュール（今年度～来年度前半） 
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２）住民アンケート調査の内容について 

  ・・・「大山駅西地区 地区計画（まちづくりのルール）導入に向けたアンケート調査」 

 

 

 

図：アンケート用紙のイメージ 
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《 アンケート設問の概要（案） 》 

 

項目 設問の概要 

（挨拶、目的） アンケートの目的等（※）を紹介する。  

※ これまでの検討会の経過や街の様子、地区計画制度の簡単な説明な

どについて、別紙を作って同封し、お知らせする。 

１．回答者の 

  属性 

①年齢、世帯構成、居住状況など 

②土地/建物の所有状況、構造、築年数など 

２．地区計画 

  のルールの 

  あり方 

街の現況や検討会での意見などを紹介しつつ質問する。 

・商店街の賑わいの維持・充実に向けたルール、 

・補助 26号線沿道の街並み・景観形成に向けたルール、 

・住宅地の居住環境を守るためのルール、 

・地区施設の候補 等 

３．自由回答欄 （「今後のまちづくりについて」と設問の文中に記しておく。） 

４．意見交換会 

  への参加意向 

１月 26 日（土）午前に開催を予定している「住民意見交換会」への参加

意向の記入欄を設ける。・・（概ねの参加人数を捉えることを目的とするの

で、お名前等、個人情報は尋ねない） 
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３．住民意見交換会の進め方 

 

① 開催概要（案） 

 

② 住民意見交換会の進め方（案） 

「班ごとに、地区計画のルール３つについて順番に話し合う方式」で進める予定です（次ページの図を 

参照）。 

・会場に３つのテーブルを設け、 

・時間を区切ってルール担当係が各テーブルを順に回り、 

・テーブルごとに話し合って内容を展開していくやり方です。 

・議題とするルールは、これまでの地区計画検討会やアンケート調査の回答の中で、意見が分

かれた部分やポイントとなる部分などを踏まえて設定します。 
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《 単純化した例 》 

 ▼地区計画ルールと参加者グループ/テーブルの設定例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《 話し合いの展開の方法 》 
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《 進め方の例 》 

時間配分・・・全体で２時間とし、議題とする地区計画ルールは３つを予定。 

 ※ 参加者同士やルール担当係が意見を交わしやすい意見交換会にしていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

 

 

 

大山駅西地区 第1３回 地区計画検討会 

2019.2.22 

 

 

○ 大山駅西地区の地区計画の「提言書」作成に向けた今後の進め方 

 

 

《 今回の検討項目 》 

住民アンケート調査、住民意見交換会を踏まえたルールの絞りこみ 

 

 

１．今回の目的について 

第１３回の地区計画検討会では、大山駅西地区の方々を対象として実施した住民アン

ケート調査（12月実施）と住民意見交換会（1月実施）について、 

・ 調査・開催結果をご報告するとともに、 

・「提言書」に記載すべきルールの明確化、 

・ 検討会として地区計画への「提言書」の取りまとめに向けた今後のスケジュール等、 

について確認いたします。 
 

↓住民アンケート調査と住民意見交換会の開催案内 
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 ～地区計画の制度について～ 

 ・地区計画とは、ある特定の街区を「地区」と定め、住民と行政が地区の課題や魅力を

話し合い、道路等の配置、建築物の用途や形態等を定めていく、地区独自の計画です。 

 ・全国一律の都市計画をベースにした中に地区計画という制度があり、地区住民の意見

等をもとにして、建築物の建て替えに関して独自に一定のルールを定めることができ

る制度です。 

・ただし、何でも自分たちで決めて良いという話ではなく、下図の項目に関するルール

など、ある程度の決まりがあります。 

 ・地区計画は都市計画法で定めるものであるため、新たに建物を建てる際に制限がかか

る、法的な効力を持ったルールです。 

↓地区計画で定めることができるルール（建て替えのルール）の例 

 

↓地区計画の策定までの流れ 
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２．住民アンケート調査と住民意見交換会の結果について 

 １）住民アンケート調査 ・・・「大山駅西地区 地区計画（まちづくりのルール）導入に向けた 

アンケート調査」 

（１）実施概要 

項目 内 容 

目的 地区計画の導入に先立ち、地域住民や関係権利者の 

多くの方々に地区計画の内容について意見を尋ね、 

検討の基礎資料の１つとする。 

対象者 地区計画の対象区域内で  

 ａ）お住まいの方 

 ｂ）土地または建物を所有されている方 

実施期間 12月上旬～下旬 

回収率 9.2％（1/22時点） 

                 ↓アンケート調査票 

（２）結果概要 

（5～8 ページと 

別冊をご覧ください） 
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２）住民意見交換会の結果 

（１）開催概要 

項目 内 容 

目的 地区計画の導入に先立ち、地域住民や関係権利者の多くの方々に 

地区計画の内容について、会場で直接、ご意見を述べていただき 

検討の参考とさせていただく。 

対象者 地区計画の対象区域内で  

 ａ）お住まいの方 

 ｂ）土地または建物を所有されている方 

実施 

日時 

① 1月25日（金）19時～21時 

② 1月26日（土）9時30分～11時30分 

参加 

人数 

① 1月25日（金）・・２４名（この他に傍聴２名） 

② 1月26日（土）・・１７名（この他に傍聴２名） 

 

（２）結果概要 

（5～8 ページと 

別冊をご覧ください） 
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３．住民アンケート調査、住民意見交換会を踏まえたルールの絞りこみ 

 提言の内容となる地区計画の項目（まちづくりのル―ル）について、これまでの検討会や、住民アンケート調査、住民意見交換会での主なご意見をまとめました。 

 これらを元に、提言に盛り込むべき項目について、今回の検討会で確認していきます。 

まちづくりのルール、 

メリット/デメリット 
これまでの検討会での主な意見 住民アンケート結果 住民意見交換会での主な意見 対応の方向（案） 

A1．ハッピーロード大山商店街 

沿道の１階部分の 

住居等の制限 

 

 

 

 

 

 

 

〇ルールは必要 

・厳しい規制にならないように商店の連続性もほし

い。 

 

〇その他の意見 

・用途制限により風俗店やパチンコ店は新たに入れさ

せないようにすべき。 

・妙なものは作られないようにする仕組みは必要。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・全体では「ルールが必要」が 63.4％。 

・「商業地区内で営業している地権者」に絞る

と「ルールが必要」は 86.7％に達する。 

・自由回答欄では「店舗にするかしないかは建

物所有者が決めるべき」との意見があった。 

〇ルールは必要 

 ・必要とは思うが、商店街の方の考えが重要。 

 ・既存商店街では、商業地域としてルールが 

必要。 

 

〇ルールは必要ない 

 ・商業限定の制限にすることで困る方が出て 

くる。 

 ・用途地域の制限で十分。 

 ・商業は自然と誘導されるだろう。 

 

〇その他の意見 

 ・1 番心配なのは、商店街が分断されること。 

 

（○） 
 
・アンケート調査で
おおむね３分の２
の賛成意見がある
ことから、提言に
含める方向で検討
をしていくべき。 

 
 

A2．補助第２６号線沿道の 

１階部分の住居等の制限 

 

（メリット/デメリットは 

 A1 と同じ） 

 

 

 

 

 

 

 

〇ルールは必要 

・補助 26 号線沿いでビルを建てる時、１階を店舗に

してもらってはどうか。 

・1 階店舗は必要。制限を厳しくしてほしい。 

・商店街は分断すべきではない。(住宅を挟まず、店

舗が建ち並んだ方が良い) 

・大谷口のように、新興住宅ばかりが建つのは好まし

くない。 

〇ルールは必要ない 

・沿道の住居を制限することで街に賑わいを持たせら

れるが現在住居である建物を制限するのは難しい。 

・道路整備で住宅が前通りに出てしまうため、要検討

である。 

〇その他の意見 

・「1F を商業に」とは書きづらい。可能性を狭めな

い書き方を検討することが大事。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・全体では「ルールが必要」が 50.1％。また

「どちらでもない」が 20.8％となっている。 

・「商業地区内の地権者」に絞ると「ルールが

必要」は 62.1％上がる一方、「ルールは必要

ない」が 25.8％と約 1/4 の割合となる。 

・「商業地区内で営業している地権者」に絞る

と「ルールが必要」は 66.7％となる。 

・A1 よりは慎重な傾向が読み取れる。 

〇ルールは必要 

 ・道路整備の後にルールを入れたらよいの 

では。 

 

〇ルールは必要ない 

 ・商業は立地条件で決まるため,無理な制限は 

逆効果。 

 ・義務のみで,自力で立地させるのは難しい。 

 

〇その他の意見 

 ・路上空間の活用など、人が留まる工夫が 

必要。 

 ・商業地区②は人の流れ、回遊性の面で重要な

場所。 

 ・駐輪、駐車スペースが必要。 

 

（△） 
 
・関係権利者の意向
が重要なため、慎
重に検討していく
べき。 

 
 

B1．補助第 26 号線沿道の街並 

み・景観形成に向けたルール 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇ルールは必要 

・色彩制限をかけてほしい。 

・落ち着きがある色が良い。 

・補助 26 号線沿道は、街並みと統一させるために色

彩は揃えた方が良い。 

・色は、突飛なものは規制すべき。 

・統一感を持たせる仕組みが必要。 

・「落ち着いた色」の定義が重要。単に地味な色にす

れば良いというわけではなく、センスが問われる。 

 

 

 

 

 

 

 

・全体では「ルールが必要」が 51.7％、「どち

らでもない」が 30.1％となっている。 

・「商業地区内の地権者」に絞ると「ルールが

必要」は 64.2％となり「どちらでもない」の

割合が 30.1％から 17.9％へと下がる。 

・自由回答欄では「景観を損なうものは制限が

必要だが、個性が出せないのは問題」との意

見があった。 

〇ルールは必要 

 ・きれいなまちづくりのため,ある程度の制限は

必要。 

 ・大規模のみならず、中規模建物にも反映させ

たい。 

 

〇ルールは必要ない 

 ・現状の利便性を損なうようなルールは不要。 

 

〇その他の意見 

 ・賑わいよりも情緒を大切にしたい。 

 ・対象範囲をもう少し狭くしてはどうか。 

 ・ルールを守らない場合への対処はどうする

か。 

 

（△） 
 
・アンケート調査で
の賛成意見は半数
程度であるもの
の、検討会では賛
成意見が多いこと
から、今後さらに
議論を深めた上で
判断していくべ
き。 

 
 

問9 

問4 

問5 



6 

 

まちづくりのルール、 

メリット/デメリット 
これまでの検討会での主な意見 住民アンケート結果 対応の方向（案） 

B3．屋外広告物等の形態・意匠の 

制限 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇ルールは必要 

・（建物の色彩とともに）看板も規制すべき。 

・店舗の看板の高さ・位置・デザインがバラバ

ラな箇所があり、統一感を持たせるべき。 

 

 

 

 

・「ルールが必要」 

が 59.9％、「必 

要ない」は 22.4 

％となっている。 

 

 

 

 

・制限する必要があると考え 

る内容は、形態、刺激的な 

色、屋上の広告物の順で回 

答数が多くなっている。 

（複数回答可） 

 

 

（○） 
 
・アンケート調査でおおむね３分の２の賛成意見があ

る一方、「必要ない」も２割あまりを占めることか

ら、提言に含める方向で検討するものの、今後さら

に議論を深めた上で判断していくべき。 

 
 

B4．商店街にふさわしくない 

建物用途の制限 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇ルールは必要 

・用途制限により風俗店やパチンコ店は新たに

入れさせないようにすべき。 

・妙なものは作られないようにする仕組みは必

要。 

 

 

 

・「ルールが必要」 

が 81.5％、「必 

要ない」は 9.7％ 

に留まっている。 

 

 

 

 

・制限する必要があると考え 

る用途は、性風俗店、パチ 

ンコ店、マージャン店の順 

で回答数が多くなっている。 

（複数回答可） 

 

（○） 
 
・アンケート調査でおおむね８割あまりの賛成意見が

あるため、提言に含める方向で検討していく。 

 
 

B5．住宅地区でのふさわしくない 

建物用途の制限 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇ルールは必要 

・妙なものは作られないようにする仕組みは必

要。 

 

 

 

 

・「ルールが必要」 

が 77.3％、「必要 

ない」は 11.1％に 

留まっている。 

 

 

 

・制限する必要があると考え 

る用途は、パチンコ店、マ 

ージャン店、カラオケボッ 

クスの順で回答数が多くな 

っている。（複数回答可） 

 

 

 

（○） 
 
・アンケート調査でおおむね８割近い賛成意見がある

ため、提言に含める方向で検討していく。 

 
 

  

問10 

景観上ふさわしく

ない派手な広告物 

や看板 

問11 

問７ 

問8 

カラオケ マージャン屋 パチンコ屋 

問13 

問14 
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まちづくりのルール、 

メリット/デメリット 
これまでの検討会での主な意見 住民アンケート結果 住民意見交換会での主な意見 対応の方向（案） 

C1．住宅地区での隣地境界線からの 

壁面後退 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇ルールは必要 

・古い建物が密集し災害時に危険。 

 

〇ルールは必要ない 

・現状では建築できていたものが、地区計

画を定めることで、隣地境界から 50cm

離さなければ建築確認が下りなくなると

いうなら、制限が多くなり、今の敷地に

建てられなくなる人が出てくる。 

・同意を得るには大変なルールではない

か。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・全体では「ルールが必要」が 61.9％、「ルールは必

要ない」と「どちらでもない」がともに 17％前後とな

っている。 

・「住宅地区内に戸建て住宅を持つ地権者」に絞ると

「ルールが必要」は 55.4％となる反面「ルールは必要

ない」が 26.8％と上昇する。 

・自由回答欄では「安全面からルールの必要性はわかる

が個人の負担を考えると簡単には言えない」「各家庭

の事情があり、一概にルールで制限するのは難しく思

う」等の慎重な意見があった。 

 

 

 

〇ルールは必要 

・明確にルール化した方が、ご近所とのトラ

ブルを防げる。 

 

〇ルールは必要ない 

 ・現状のルールで十分。 

・空間ができると、不審者が侵入する危険性

が生じる。 

 

〇その他の意見 

 ・ルールを入れる場合、支援策も必要。 

 ・建物の耐火性能などによっては後退する 

 必要はないため、場合に応じたルールの設 

定が必要。 

 

（△） 
 
・アンケート調査での賛

成は６割前後で特に高

い訳ではなく、関係権

利者の意向が重要なた

め、慎重に検討してい

くべき。 

 

C2．住宅地区でのブロック塀等 

の制限 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇ルールは必要 

・ブロック塀は防犯や防災上問題がある。

生垣やフェンスとすべき。 

・緑が少ないのは当地区の課題。しかし生

垣は手入れを考えると大変。 

・生垣にこだわらず、ブロック塀は一定の

高さに抑え、その上に柵を設ける形にし

た方が良いのでは。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・全体では「ルールが必要」が 63 .1％、「ルールは必

要ない」と「どちらでもない」がともに 16％強となっ

ている。 

・「住宅地区内に戸建て住宅を持つ地権者」に絞ると

「ルールが必要」は 67.9％とやや上昇する反面「ルー

ルは必要ない」も 21.4％へと約５ポイント上昇する。 

・自由回答欄では「ブロック塀等を制限するにしても、

プライバシーが確保されるルールにすべき」との意見

があった。 

 

 

 

〇ルールは必要 

 ・ブロック塀は危険なため、ない方がよい。 

 

〇ルールは必要ない 

 ・構造を正しく作れば、ブロック塀でも問題 

ない。 

 

〇その他の意見 

 ・既存の危険なブロック塀の除却が問題の本 

質。 

 ・ルールを入れる場合には、区推奨の柵など

があればよい。 

・ブロック塀から生け垣への制限は、費用の

面が心配。 

 ・延焼防止が必要なエリアを定め、特に安全 

  性が確保できていない箇所を優先して改善 

するべき。 

 

（○） 
 
・アンケート調査でおお

むね３分の２の賛成意

見がある一方、「必要

ない」も２割前後ある

ことから、提言に含め

る方向で検討するもの

の、今後さらに議論を

深めた上で判断してい

くべき。 

 

 

  

問12 

問15 
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まちづくりのルール、 

メリット/デメリット 
これまでの検討会での主な意見 住民アンケート結果 住民意見交換会での主な意見 対応の方向（案） 

B2．防災性の向上や交通 

ネットークの形成に 

向けた道路配置について 

 

 

 

 

 

 

 

 

【路線①～③の位置】 

路線①：東武東上線の踏切手前で 

部分的に狭くなっている区間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

路線②：住宅地内を通る道路で 

極端に狭くなっている区間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

路線③：再開発を検討中のピッコロ・ス 

クエア周辺地区につながる道路 

 

 

 

 

 

《路線①～③》 

〇ルールは必要 

・補助 26 号線の北東側の密集地区は 

道路が狭く密集しているので検討が 

必要。 

・現状では狭いため、拡げた方が良い。 

・区が主導して定めるべき。 

 

○その他の道路整備 

・最適な道路ネットワークを検討すべ 

き。 

・補助 26 号線沿道＋鉄道立体化を見 

据えた計画が必要。 

・南北だけでなく、東西に道路を通す 

べきではないか。 

・外周の道路をしっかりと作るべき 

(荷物の搬入等のため)。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・全体では「ルールが必要」が 65.6％となっており路

線①～③の中では高くなっている。 

・「住宅地区内に戸建て住宅を持つ地権者」に絞ると

「ルールが必要」は 60.7％だが、「ルールは必要な

い」が 25.0％と上昇している。 

 

《路線①～③》 

〇ルールは必要 

 ・緊急車両が入れるように整備されると安心。 

〇ルールは必要ない 

 ・地区計画で定めるのではなく、道路と沿道土地 

所有者の関係が重要。 

〇その他の意見 

 ・対象路線沿道に住んでいる当事者の意見が重要。 

  

《路線①》 

〇ルールは必要 

・26 号整備後、交通量も増えて①の方にも迂回して 

くる。拡幅が必要かもしれない。 

・消防車が入れないため、危険とは思う。ただし、 

事件が起きないと危機感は沸かない。 

 

（△） 
 
・今後、関係権利者

へのヒアリング調

査を区が行うなど

して、慎重に判断

する。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・全体では「ルールが必要」が 54.3％、「どちらでも

ない」が 24.4％となっている。 

・「住宅地区内に戸建て住宅を持つ地権者」に絞ると

「ルールが必要」は 46.4％となる反面「ルールは必

要ない」が 32.1％と上昇する。 

 

《路線②》 

〇ルールは必要 

 ・救急車がスムーズに入ってこれるように必要 

では。 

 ・デベロッパーが動いている。今のうちにルールを

作っておくべき。 

 

〇ルールは必要ない 

・セットバックすることで、家が狭くなりすぎる人

が出てくる。 

 

（△） 
 
・同上 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・全体では「ルールが必要」が 54.5％、「どちらでも

ない」が 23.0％となっている。 

・「住宅地区内に戸建て住宅を持つ地権者」に絞ると

「ルールが必要」は 48.2％となる反面「ルールは必

要ない」が 32.1％と上昇する。 

 

《路線③》 

〇ルールは必要 

 ・ピッコロができたら絶対幅員が足りない。 

 

〇その他の意見 

 ・対象路線沿道に住んでいる当事者の意見が重要。 

 ・道路整備は、受益者負担も考えて理解を得られる

ようにしなければならない。 

 

（△） 
 
・同上 

 
 

  

路線③/問19 

路線①/問17 

路線① 

路線② 

路線③ 

路線②/問18 
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４．今後の検討スケジュール 

 １）検討会スケジュール（案）（今年度始め～来年度前半） 

 

・大山駅西地区地区計画検討会は平成２８年11月に設立され、これまでに１２回の検討会

を開催しています。 

・今後は、区への「提言書」の取りまとめに向けて、２回の開催を考えています。 

 

  

２）地区計画に関する区への「提言書」の取りまとめに向けて 

 ・地区計画検討会でのこれまでの検討内容を「提言書」として取りまとめ、区に提出す

ることが当検討会の目的の一つとなっています。 

 ・ただし、これまでの検討会の中では個別の地区計画ルールについて賛成反対の意見が

拮抗する場合もあることから、提言書の作成にあたっては、記述のしかたを工夫する

必要があると考えられます。 

 

  

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月

アンケート

調査

平成30年度 平成31年度 平成31年度後半

～32年度

大

山

駅

西

地

区

検討会

住民

意見交換会

大

山

駅

周

辺

地

区

住民
説明会

まちづくり
ニュース

その他事業

第９回

まちづくりの取組
の報告、今後の
進め方の周知

地区計画検討会メンバーによる検討

地
区
計
画
の
都
市
計
画
決
定
手
続
き

都市計画道路補助第26号線、市街地再開発事業（ピッコロスクエア再開発、クロスポイント再開発）、不燃化特区等

第10回 第11回 第12回

住民意見交換会
1/25、26

地区計画の検討、検討会の「提言書」の作成

住民アンケート調査

連携
・

調整
まちづくりニュース

の発行

地区計画の検討案
に対する住民等の

意向調査

反映

地区計画の
骨子検討

街並み事
例の紹介

住民アンケートと
住民意見交換会
の内容確認

第13回 第14回 第15回

地区計画の
内容検討

地区計画案の検討、
ｱﾝｹｰﾄ,意見交換会

の報告
提言書
のまとめ

連携
・
調整

連携
・

調整

3/2、
3/4

提言骨子
の検討

アンケートと住民
意見交換会の
結果を踏まえた
地区計画の検討
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↓区への「提言書」の例・・「上落合中央・三丁目地区新たな建替えルール（地元案）」 

（H30 年７月、上落合中央・三丁目地区まちづくりの会） 

「上落合中央・三丁目地区新たな建替えルール（地元案）」は、＜まちづくり提言・まちづくり構

想＞に示された「まちづくりの基本方針」の実現を目指して、当地区に居住する住民が中心となって

取りまとめた建物を建替える際のルールです。 

今後、新宿区により「地区計画」として、都市計画へと位置付けていく予定です。 

（出典：新宿区ホームページ） 


